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要          旨 

（請願要旨） 

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（以下、働き方改革関連

法）は、労働者がそれぞれの状況に合わせて柔軟に働き方を選べる社会の実現を目的

にして、2018年に成立し、2019年４月以降順次施行される。 

 その中で物流業界は以前より物流業界での課題であった、トラックドライバーの長

時間労働の改善を目指し、自動車運転業務の年間の時間外労働時間上限が1,176時間

から、2024年４月１日以降は960時間になる。 

 しかし、次のような課題が懸念されており、これを「2024年問題」と呼ぶ。 

 日夜、荷物の移動で生活を支える物流、運送業界は業務の特性上、長時間労働が常

態化しやすい業種だったが2024年以降、時間外労働の上限規制が適用されるため、改

正前より制限される。 

 物流、運送業界で勤務するドライバーは、時間外手当を受け取っているケースが多

いので、法が施行されれば稼働時間が減り、その分賃金も減少する。 

 賃金が減少すれば、その理由によりトラックドライバーの離職率が高まり、トラッ

クドライバーが不足する。 

 もう一つは時間外労働規制が始まると時間内で輸送が追いつかなくなる。 

 現在はトラックドライバーの長時間労働により国内輸送は支えられているが、運行

上、荷主の都合により荷待ち時間が発生したり、積込みや荷下ろしで作業時間が長時

間となる。その中でも長距離での運行が業務上、避けられない場合があり、時間外労

働規制によりドライバーの労働時間が規制されると全国に荷物が届かなくなる。 

 野村総合研究所によれば2030年時点で全国で35％の荷物が運べなくなると発表さ



れている。 

 物流とは、日本の経済を支える血管であり、トラックドライバーが減少するという

ことは、物流が滞るということであり、大きな社会問題に発展する。 

 以上の問題を解決するには流通コストの低減、労働環境改善のため、より高速道路

の活用が必要であると考える。 

 しかし物流業界では運ぶ側が高速料金を負担することが前提となっているため、運

送会社やトラックドライバーはコスト削減のため高速道路を利用するのを極力控え

る傾向にあるのが現状である。 

 マスコミなどで報道される機会の多い深夜の高速道路料金所での渋滞の問題は、深

夜の高速道路割引料金を活用するためであり、結果的に運転手が睡眠時間を削り、長

時間労働となる。 

 物流業界の2024年問題の時間外労働対策と社会インフラを担うトラックドライバ

ーの処遇改善には、高速道路料金の負担軽減は必要である。 

 よって以下の請願を提出する。 

（請願事項） 

貨物自動車限定の高速道路料金の無料化を求める意見書の提出 

上記を三鷹市議会から国に対して意見書の提出を求めるよう本請願を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


